
七
節

戦
時
期
奈
良
県
に
お
け
る
国
宝
疎
開
―
興
福
寺
を
中
心
に
―

山

田

淳

平

は
じ
め
に

吉
野
山
の
舟
知
家
と
い
え
ば
、
太
平
洋
戦
争
中
に
興
福
寺
か
ら
阿
修
羅
像
を
は
じ
め
と
す
る
仏
像

が
疎
開
し
て
い
た
場
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
近
年
で
も
児
童
書
『
列
車
に
の
っ
た
阿
修
羅
さ
ん

土
蔵
に
疎
開
し
て
き
た
国
宝
』

(
)

の
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
一
般
的
な
関
心
も
高
い
。

1

し
か
し
、
舟
知
家
に
は
仏
像
疎
開
に
関
す
る
史
料
は
残
存
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
具
体
的
な
様
子
を

知
る
の
は
難
し
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
国
の
施
策
を
受
け
て
疎
開
を
含
む
国
宝
防
護
事
業
を
担
っ

て
い
た
奈
良
県
庁
に
保
管
さ
れ
る
公
文
書｢

国
宝
防
護
一
件｣

を
主
に
用
い
つ
つ
、
興
福
寺
の
日
誌
や
、

一
部
の
文
化
財
の
寄
託
先
で
あ
る
奈
良
国
立
博
物
館(

戦
前
期
に
は
奈
良
帝
室
博
物
館)

の
史
料
を
合
わ

せ
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
奈
良
県
下
に
お
け
る
国
宝
疎
開
の
全
体
的
な
動
向
を
確
認
し
た
う
え
で
、

阿
修
羅
像
を
含
む
興
福
寺
所
有
文
化
財
の
疎
開
の
過
程
を
跡
づ
け
て
い
き
た
い

(
)

。
2

一

奈
良
県
に
お
け
る
国
宝
疎
開

ま
ず
は｢

国
宝
防
護
一
件｣

の
内
容
に
従
っ
て
、
奈
良
県
に
お
け
る
国
宝
疎
開
の
全
体
的
な
動
向
を

確
認
し
て
お
く
。｢

国
宝
防
護
一
件｣

の
簿
冊
は
、
昭
和
十
六
年
八
月
二
十
二
日
付
け
で
文
部
省
宗
教

局
長
か
ら
奈
良
県
知
事
あ
て
発
出
さ
れ
た｢

国
宝
史
蹟
等
ノ
防
護
ニ
関
ス
ル
件｣

〈
参
考

―

〉
か
ら

10

1

綴
じ
始
め
ら
れ
て
い
る
。
本
文
書
は
、
文
部
省
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た｢

国
宝
史
蹟
等
防
護
対
策
実
施

要
綱｣

の
内
容
を
通
牒
す
る
も
の
で
、
こ
の
要
綱
で
は
、
対
象
地
域
は｢

奈
良
市
及
其
附
近｣

と
さ
れ
、

そ
の
域
内
の
国
宝(

美
術
工
芸
品
・
建
造
物)

・
重
要
美
術
品
等
・
史
蹟(

名
勝
・
天
然
紀
念
物
を
含
む)

の

防
護
対
策
の
指
針
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
美
術
工
芸
品
に
つ
い
て
は
、
所
有
者
・
管
理
者
に
対
し

て
安
全
な
場
所
へ
の
搬
出
避
難
計
画
の
策
定
を
指
示
す
る
こ
と
、
可
能
な
場
合
に
は
地
中
収
蔵
庫
の

設
置
を
勧
奨
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
昭
和
十
七
年
十
月
六
日
に
は
、
太
平
洋
戦
争
の
勃

発
を
受
け
て
、
改
め
て
防
護
施
設
の
整
備
強
化
を
督
励
す
る
よ
う
通
知
が
な
さ
れ
〈
参
考

―

〉
、

10

2

翌
昭
和
十
八
年
十
月
十
五
日
に
は
、
情
勢
に
鑑
み
て
、
特
に
文
化
財
が
多
く
所
在
す
る
奈
良
県
に
お

い
て
は
、
県
が
直
接
対
策
を
樹
立
実
施
す
る
よ
う
通
牒
さ
れ
て
い
る
〈
参
考

―

〉
。
た
だ
し
、｢

国

10

3

宝
防
護
一
件｣

に
は
、
こ
れ
ら
の
文
部
省
か
ら
の
通
牒
を
受
け
て
奈
良
県
で
ど
の
よ
う
な
施
策
が
と
ら

れ
た
の
か
を
示
す
文
書
は
綴
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
昭
和
十
八
年
ま
で
の
具
体
的
な
動
き
は
不
明
で
あ

る
。具

体
的
な
動
向
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
昭
和
十
九
年
以
降
で
あ
る
。
昭
和
十
九
年
一
月
十
四
日

に
文
部
省
に
お
い
て｢

国
宝
及
重
要
美
術
品
ノ
防
空
施
設
実
施
ニ
伴
フ
打
合｣

が
開
催
さ
れ
、
奈
良
県

か
ら
は
古
社
寺
修
理
技
師
大
滝
正
雄

(
)

が
出
席
し
て
い
る(

昭
和
十
九
年
一
月
十
四
日
付｢

復
命
書｣

)

。
大
滝

3

の
復
命
書
に
よ
る
と
、
こ
の
会
議
で
は｢

国
宝
及
重
要
美
術
品
ノ
防
空
施
設
整
備
要
綱｣

(

昭
和
十
八
年

十
二
月
十
四
日
閣
議
決
定)

〈
参
考

―

〉
と｢

国
宝
重
要
美
術
品
ノ
防
空
施
設
実
施
要
項｣

〈
参
考

―

10

4

10

〉
が
配
布
さ
れ
、
建
造
物
と
美
術
工
芸
品
の
防
護
の
方
針
が
示
さ
れ
た
。｢

整
備
要
綱｣

で
は
、
国

5宝
・
重
要
美
術
品
の
う
ち
特
に
貴
重
な
建
造
物
お
よ
び
美
術
工
芸
品
を
対
象
と
し
て
、
防
空
施
設
整

備
あ
る
い
は
分
散
疎
開
を
実
施
し
て
空
襲
に
よ
る
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
、｢

危
険
地
域｣

に

所
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
緊
急
防
護
措
置
を
講
ず
る
べ
き
こ
と
が
掲
げ
ら
れ
た
上
で
、
美
術
工
芸

品
に
つ
い
て
は
、｢

安
全
ナ
ル
地
帯
ニ
分
散
疎
開
セ
シ
メ
収
蔵
庫
等
ニ
厳
重
保
管
ス
ル
コ
ト｣

と
定
め

ら
れ
て
い
る
。
な
お
、｢

危
険
地
域｣

と
は
、｢

防
空
特
別
地
域
及
京
都
市
、
奈
良
市
並
ニ
其
附
近｣

と

さ
れ
た
。
ま
た
、｢

実
施
要
項｣

で
は
、｢

宝
物
類
ニ
対
ス
ル
防
空
施
設｣

に
つ
い
て
、
計
画
の
策
定
や

文
化
財
現
品
の
取
扱
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
疎
開
先
の
収
蔵
庫
や
文
化
財
の
管
理
に
つ

い
て
は｢

地
方
長
官
之
ヲ
監
督
シ
其
ノ
常
置
セ
ル
管
理
人
ヲ
シ
テ
十
分
之
ガ
管
理
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ

ト｣
と
さ
れ
た
。
会
議
の
質
疑
の
中
で
、
昭
和
十
八
年
度
予
算
で
施
行
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
奈
良
県

関
係
と
し
て
は
、
東
大
寺
・
法
隆
寺
の
建
造
物
の
偽
装(

擬
装)

と
、
美
術
工
芸
品
の
疎
開
収
蔵
庫
一

ヶ
所
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
の｢

差
当
リ
疎
開
ス
ベ
キ
宝
物
類｣

の
候
補
も
列
挙
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
内
容
は
表
１
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
は
じ
め
て
私
有
の
指
定
文
化
財
の
防

護
施
策
が
具
体
化
し
、
昭
和
十
八
年
度
内
か
ら
順
次
着
手
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
提
示
さ
れ
た
国
宝
疎
開
に
つ
い
て
、
所
有
者
に
対
し
て
は
、
一
月
二
十
七
日
に
東
大
寺
を

会
場
と
し
て｢

国
宝
及
重
要
美
術
品
ノ
防
空
施
設
実
施
ニ
伴
フ
打
合
会
議｣

が
開
催
さ
れ
、
そ
こ
で
前

述
の｢

整
備
要
綱｣

と｢

実
施
要
項｣

が
配
布
さ
れ
、
周
知
さ
れ
た
。｢

国
宝
防
護
一
件｣

で
は
出
席
者
に

つ
い
て
の
記
載
を
欠
く
が
、
興
福
寺
の
日
誌
に
よ
る
と
、
文
部
省
・
奈
良
県
及
び
所
有
者
と
し
て
東

大
寺
・
興
福
寺
・
薬
師
寺
・
唐
招
提
寺
・
法
隆
寺
が
出
席
し
た
よ
う
で
あ
る
〈
参
考

―

〉
。
国
か

15

12

ら
の
指
示
の
も
と
、
県
と
所
有
者
で
の
協
議
を
経
て
、
昭
和
十
九
年
二
月
以
降
、
美
術
工
芸
品
の
疎

開
が
進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

｢

国
宝
防
護
一
件｣

か
ら
明
ら
か
と
な
る
疎
開
文
化
財
を
一
覧
に
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。
疎
開

の
基
本
的
な
手
続
き
と
し
て
は
、
ま
ず
所
有
者
か
ら
文
部
大
臣
に
対
し
て
疎
開
文
化
財
と
疎
開
先
を

明
記
し
た｢

国
宝
搬
出
許
可
願｣

が
提
出
さ
れ
、
文
部
省
の
許
可
次
第
、
所
有
者
か
ら
奈
良
県
に
対
し

て｢

国
宝
保
管
願｣

が
提
出
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
該
当
文
化
財
の
搬
出
と
な
る
。
表
２
を
一
覧
す
る

と
、
不
退
寺
本
堂
に
搬
出
さ
れ
た
極
楽
院(

元
興
寺)

所
有
の
阿
弥
陀
如
来
坐
像
と
、
北
倭
村(

現
生
駒

市)

円
生
院
に
搬
出
さ
れ
た
宝
山
寺
所
有
の
五
大
明
王
を
除
け
ば
、
円
照
寺
に
設
け
ら
れ
た
国
宝
第
一

収
蔵
庫
か
、
大
蔵
寺
の
国
宝
第
二
収
蔵
庫
へ
の
疎
開
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
当
初
収
蔵
庫
は
一

ヶ
所
と
さ
れ
、
円
照
寺
宝
蔵
が
こ
れ
に
充
て
ら
れ
て
い
た
が
、
昭
和
十
九
年
度
に
は
加
え
て
大
蔵
寺

の
宝
物
館
が
国
宝
第
二
収
蔵
庫
と
し
て
充
当
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
疎
開
対
象
と
な
っ
た
文
化
財
の
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第1章7節 戦時期奈良県における国宝疎開

所
在
地
と
し
て
は
、
こ
れ
も｢

整
備
要
綱｣

に
あ
る
と
お
り
、
興
福
寺
・
東
大
寺
な
ど
の
奈
良
市
内
の

社
寺
が
中
心
で
あ
り
、
昭
和
十
九
年
度
か
ら
は
奈
良
帝
室
博
物
館
保
管
の
寄
託
品
も
順
次
対
象
と
な

っ
て
い
っ
た
様
子
が
見
て
取
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
美
術
工
芸
品
に
つ
い
て
は
、
国
の
指
示
の
も
と
、
奈
良
県
が
管
理
・
監
督
し
、
円

照
寺
・
大
蔵
寺
に
設
定
さ
れ
た
国
宝
収
蔵
庫
へ
の
疎
開
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。｢

実
施

要
項｣

で
規
定
さ
れ
た
と
お
り
、
国
宝
収
蔵
庫
の
管
理
は
県
が
行
っ
て
い
た
た
め
、｢

国
宝
防
護
一
件｣

に
は
基
本
的
に
は
国
宝
収
蔵
庫
へ
の
疎
開
関
係
の
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。

二

興
福
寺
所
有
文
化
財
の
疎
開

前
章
で
述
べ
た
国
宝
疎
開
の
概
要
を
踏
ま
え
た
上
で
、
所
有
者
で
あ
る
興
福
寺
や
、
一
部
の
文
化

財
の
寄
託
を
受
け
て
い
た
奈
良
帝
室
博
物
館
関
係
の
資
料
も
用
い
な
が
ら
、
興
福
寺
所
有
文
化
財
の

疎
開
の
推
移
を
見
て
い
こ
う
。

国
宝
収
蔵
庫
へ
の
疎
開

昭
和
十
九
年
一
月
二
十
七
日
の
所
有
者
向
け
の
会
議
の
後
、
三
月
二

(1)日
に
は
古
社
寺
修
理
技
手
の
黒
田
昇
義

(
)

が
興
福
寺
を
訪
れ
、
疎
開
文
化
財
の
搬
出
願
を
文
部
省
に
提

4

出
す
る
よ
う
申
し
入
れ
て
い
る
〈
参
考

―

〉
。
こ
れ
を
受
け
て
か
、
三
月
六
日
付
に
て
興
福
寺
か

15

14

ら
文
部
大
臣
へ｢

国
宝
搬
出
許
可
願｣

が
提
出
さ
れ
、
そ
こ
で
は
、
弥
勒
菩
薩
木
造
坐
像
以
下
の
十
二

件
を
、
円
照
寺
内
の
国
宝
第
一
収
蔵
庫
に
搬
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
〈
参
考

―

〉
。
こ
れ
は

10

6

そ
の
ま
ま
出
願
ど
お
り
で
あ
る
旨
が
県
か
ら
興
福
寺
に
通
知
さ
れ
〈
参
考

―

〉
、
三
月
二
十
五
日

10

7

に
は
興
福
寺
か
ら
奈
良
県
知
事
あ
て
に｢

国
宝
仏
体
保
管
御
願｣

が
提
出
さ
れ
て
い
る
〈
参
考

―

〉
。

10

8

こ
う
し
た
書
類
の
手
続
き
と
並
行
し
て
搬
出
の
準
備
が
進
め
ら
れ
、
三
月
十
二
日
に
は
黒
田
技
手
が

来
寺
し
疎
開
仏
像
の
外
箱
の
寸
法
を
検
討
し
、
同
月
二
十
二
日
か
ら
荷
造
り
に
着
手
、
同
月
二
十
七

日
に
は
国
宝
第
一
収
蔵
庫
へ
運
搬
の
運
び
と
な
っ
た
と
い
う
〈
参
考

―

・

〉
。
ま
た
、｢

国
宝
防

15

15

16

護
一
件｣

に
お
い
て
も
、｢

運
搬
ハ
三
月
廿
七
日
午
前
八
時
貨
物
自
動
車
ニ
ヨ
リ
第
一
車
興
福
寺
出
発
、

順
次
第
五
車
ヲ
最
終
車
ト
シ
テ
午
后
三
時
悉
ク
運
搬
終
リ
第
一
収
蔵
庫
ヘ
格
納
ス｣

と
あ
り
、
貨
物
自

動
車
に
よ
り
運
搬
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る(

｢

昭
和
十
八
年
度
奈
良
県
国
宝
及
重
要
美
術
品
防
空
施
設
精
算
報

告
書｣

)

。
こ
れ
が
興
福
寺
に
お
け
る
第
一
次
の
国
宝
疎
開
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

年
度
が
明
け
て
昭
和
十
九
年
五
月
二
十
二
日
に
は
、
再
び
黒
田
技
手
が
来
寺
し
て
国
宝
仏
像
第
二

次
疎
開
の
件
が
申
し
入
れ
ら
れ
て
い
る
〈
参
考

―

〉
。
昭
和
十
九
年
度
か
ら
は
出
陳
命
令
品
を
中

15

18

心
と
し
て
奈
良
帝
室
博
物
館
へ
の
寄
託
品
が
疎
開
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
八
月
十
六
日
に
大
滝
技

師
と
博
物
館
員
の
亀
田
孜
か
ら
、
奈
良
博
出
陳
中
の
八
部
衆
と
十
大
弟
子
の
一
部
を
疎
開
す
る
こ
と

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
〈
参
考

―

〉
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
八
月
十
八
日
付
で
興
福
寺
か
ら
奈
良
県
知

15

19

事
へ｢

国
宝
仏
体
保
管
御
願｣

が
提
出
さ
れ
、
乾
漆
八
部
衆
立
像
の
う
ち
三
躯(

五
部
洋
、
乾
達
婆
、
九
槃

荼)

、
乾
漆
十
大
弟
子
立
像
の
う
ち
一
躯(

冨
楼
那
像)

、
そ
し
て
南
円
堂
前
燈
台
扉
の
三
件
の
保
管
が

出
願
さ
れ
て
い
る
〈
参
考

―

〉
。
本
願
書
に
は｢

至
急
疎
開
可
致
文
部
省
ヨ
リ
指
示
有
之｣

と
あ
り
、

10

9

文
部
省
か
ら
の
指
示
に
よ
る
疎
開
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
乾
漆
八
部
衆
立
像
以
下
三
件
に
つ
い
て

は
、
八
月
十
九
日
に
第
一
次
疎
開
と
同
様
国
宝
第
一
収
蔵
庫
に
搬
出
さ
れ
て
い
る
〈
参
考

―

・

15

19

〉

(
)

。

20
5続

い
て
昭
和
十
九
年
九
月
以
降
に
進
め
ら
れ
た
の
が
第
三
次
疎
開
で
あ
る
。
昭
和
十
九
年
九
月
二

十
二
日
付
に
て
、
興
福
寺
か
ら
文
部
大
臣
へ｢

国
宝
搬
出
許
可
願｣

〈
参
考

―

〉
が
、
第
二
次
疎
開

10

10

の
分
と
あ
わ
せ
て
提
出
さ
れ
て
お
り
、
乾
漆
四
天
王
立
像
の
う
ち
二
躯(

持
国
天
像
・
多
聞
天
像)

と
世

親
木
造
立
像
の
二
件
が
大
蔵
寺
の
国
宝
第
二
収
蔵
庫
に
搬
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
〈
参
考

―
10

12

・

、

―

〉
。
続
い
て
昭
和
十
九
年
十
月
二
十
日
付
で
も｢

国
宝
搬
出
許
可
願｣

〈
参
考

―

〉
が

13

12

3

10

11

提
出
さ
れ
、
寺
内
で
保
管
さ
れ
て
い
た
東
金
堂
の
四
天
王
立
像
の
う
ち
二
躯(

持
国
天
像
・
増
長
天
像)

と
法
相
六
祖
木
造
坐
像
の
う
ち
一
躯(

玄
賓
像)

の
二
件
を
、
こ
れ
も
大
蔵
寺
の
国
宝
第
二
収
蔵
庫
に

搬
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
十
月
二
十
一
日
に
搬
出
さ
れ
て
い
る
〈
参
考

―

、

―

〉

(
)

。

10

12

15

22
6

こ
こ
ま
で
が
、
現
状
確
認
で
き
る
興
福
寺
か
ら
国
宝
収
蔵
庫
へ
の
国
宝
疎
開
の
推
移
で
あ
る
。｢

整

備
要
綱｣
で
示
さ
れ
た
と
お
り
、
ま
さ
に｢

危
険
地
域｣

に
指
定
さ
れ
た
奈
良
市
内
に
所
在
す
る
興
福
寺

及
び
奈
良
帝
室
博
物
館
か
ら
、
県
の
監
督
の
も
と
、
三
次
に
わ
た
っ
て
国
宝
第
一
収
蔵
庫
と
国
宝
第

二
収
蔵
庫
に
順
次
分
散
疎
開
さ
れ
て
い
っ
た
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
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吉
野
へ
の
疎
開

三
次
に
わ
た
る
国
宝
疎
開
の
後
、
明
け
て
昭
和
二
十
年
六
月
以
降
に
行
わ
れ

(2)た
の
が
、
吉
野
町
舟
知
家
へ
の
疎
開
で
あ
っ
た
。
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
昭
和

二
十
年
六
月
以
降
の
国
宝
疎
開
は
、
六
月
一
日
の
奈
良
市
法
蓮
町
周
辺
で
の
空
襲
を
受
け
て
、
各
社

寺
で
本
格
化
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る

(
)

。｢

国
宝
防
護
一
件｣

か
ら
は
、
昭
和
二
十
年
度
に
お
け
る
興

7

福
寺
の
国
宝
疎
開
に
関
す
る
文
書
は
見
出
せ
な
い
が
、
終
戦
直
後
の
八
月
二
十
一
日
に
起
案
さ
れ
た

｢

奈
良
県
国
宝
重
要
美
術
品
防
護
工
事
ノ
件
伺｣

〈
参
考

―

〉
に
よ
る
と｢

目
下
自
費
ニ
テ
施
工
中

10

5

ノ
法
隆
寺
及
興
福
寺
国
宝
疎
開｣
と
あ
り
、
終
戦
時
に
自
費
で
の
疎
開
が
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
奈
良
国
立
博
物
館
所
蔵｢

昭
和
二
十
年

学
芸
関
係
書
類｣

中
の｢

出
陳
国
宝
返
還
ニ
付
報
告

之
件｣

〈
参
考

―

〉
に
よ
る
と
、
昭
和
二
十
年
七
月
三
日
に
釈
迦
如
来
木
造
坐
像
以
下
六
件
、
同

11

1

月
十
五
日
に
銅
鐘
、
同
月
十
七
日
に
銅
造
華
原
磬
以
下
二
件
が
相
次
い
で
興
福
寺
に
返
還
さ
れ
て
い

る
。こ

れ
ら
を
興
福
寺
の
日
誌
か
ら
跡
づ
け
る
と
、
ま
ず
、
昭
和
二
十
年
六
月
四
日
に
大
滝
技
師
と
博

物
館
の
亀
田
孜
が
来
寺
し
、
博
物
館
保
管
の｢

十
大
弟
子
・
八
部
衆
等
十
五
体｣

の
返
還
が
申
し
入
れ

ら
れ
て
い
る
〈
参
考

―

〉
。
こ
れ
に
つ
い
て
は｢

疎
開
ヲ
強
要
セ
ラ
ル｣
と
あ
り
、
あ
わ
せ
て
、
疎

15

27

開
地
は
吉
野
の
倉
庫
と
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
同
月
十
八
日
に
は
大
滝
技
師
と
興
福
寺
の
担
当
者
が

同
道
し
て
吉
野
へ
向
か
い
、
民
家
の
倉
庫
を
借
り
受
け
て
保
管
す
る
こ
と
と
決
し
て
い
る
〈
参
考

―
15

〉
。
な
お
、
民
家
の
借
用
に
当
た
っ
て
は
金
峯
山
寺
楼
門
修
理
の
技
手
河
合
幸
七
の
周
旋
が
あ
っ
た

28よ
う
で
あ
る

(
)

。
こ
の
時
点
で
は
民
家
の
持
ち
主
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
記
述
は
な
い
が
、
終
戦
後
の

8

昭
和
二
十
年
九
月
二
十
八
日
に
博
物
館
の
亀
田
氏
が
吉
野
舟
知
氏
か
ら
国
宝
の
預
り
証
を
持
参
し
て

い
る
こ
と
か
ら
〈
参
考

―

〉
、
こ
の
民
家
こ
そ
が
舟
知
家
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
七
月
三
日
に

15

34

は
、
午
前
八
時
よ
り
運
搬
に
取
り
か
か
り
、
十
一
時
に
奈
良
を
出
発
し
、
午
後
二
時
に
吉
野
山
に
到

着
し
た
〈
参
考

―

〉

(
)

。
運
搬
に
は
大
滝
技
師
と
文
部
省
員
一
名
、
博
物
館
員
三
名
が
随
行
し
、
奈

15

29
9

良
で
は
奈
良
刑
務
所
、
吉
野
山
で
は
警
防
団
員
の
助
力
に
よ
っ
て
遂
行
し
た
と
い
う

(
)

。
こ
の
後
、
七

10

月
九
日
に
も
亀
田
氏
が
来
寺
し
、｢

博
物
館
ニ
残
リ
ア
ル
仏
像｣

を
十
一
日
に
返
還
し
、
十
五
日
に
吉

野
へ
運
搬
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
〈
参
考

―

〉

(
)

。
日
誌
に
は
そ
の
内
訳
に
つ

15

30
11

い
て
記
載
が
な
く
、
実
際
に
文
化
財
の
疎
開
が
行
わ
れ
た
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
、
七
月
十

五
日
・
十
七
日
に
は
、
梵
鐘
・
華
原
磬
・
仏
頭
が
博
物
館
か
ら
返
還
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
梵

鐘
は
東
金
堂
へ
、
仏
頭
は
宝
蔵
へ
納
入
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
寺
内
で
保
管
さ
れ
た
も
の
と
見
ら

れ
る
〈
参
考

―

〉

(
)

。
こ
こ
ま
で
の
興
福
寺
所
有
文
化
財
の
疎
開
の
状
況
を
ま
と
め
た
も
の
を
表
３

15

32
12

と
し
て
掲
げ
て
お
く
。

こ
こ
で
、
舟
知
家
へ
疎
開
し
た
国
宝
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。
舟
知
家
と
い
え

ば
、
八
部
衆
の
う
ち
阿
修
羅
像
が
疎
開
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
当
時
小
学
生
で
あ
っ
た

舟
知
市
太
郎
氏
も
、「
階
段
の
手
前
に
阿
修
羅
像
が
立
ち
、
周
囲
を
他
の
仏
像
が
囲
ん
で
い
た
。
く
ち

ば
し
の
あ
る
迦
楼
羅
が
特
に
怖
か
っ
た
」（
「
終
戦
の
記
憶
中

仏
像
疎
開
が
映
す
奈
良
」
『
奈
良
新
聞
』
平

成
二
十
四
年
八
月
十
五
日
）
と
回
想
し
て
い
る

(
)

。
但
し
、
残
念
な
が
ら
奈
良
県
庁
・
奈
良
博
・
興
福
寺

13

の
い
ず
れ
の
資
料
か
ら
も
、
ど
の
仏
像
が
舟
知
家
に
搬
入
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
詳
細
を
示
す
記
述

を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
興
福
寺
の
日
誌
に
、
舟
知
家
と
見
ら
れ
る
民
家

に｢

十
大
弟
子
・
八
部
衆
等
十
五
体｣

が
疎
開
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
〈
参
考

―

～

15

27

〉
。
ま
た
、
終
戦
後
の
報
道
に
は
な
る
が
、
国
宝
の
疎
開
地
の
一
覧
の
な
か
に
「
興
福
寺
特
別
疎
開

29倉
庫
収
蔵
の
分
（
吉
野
郡
吉
野
町
舟
知
氏
家
）
乾
漆
八
□
衆
立
像
及
び
無
著
芝
□
起
□
著
色
立
像
以
下

二
十
三
点
」
と
い
う
記
事
が
確
認
で
き
る

(
)

。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
は
、
舟
知
家
へ
は
十
大
弟
子
立
像

14

・
八
部
衆
立
像
・
無
著
菩
薩
立
像
を
含
む
仏
像
群
が
疎
開
し
た
も
の
と
推
せ
る
。
ま
た
、
舟
知
家
へ

疎
開
し
た
国
宝
の
数
量
で
あ
る
が
、
興
福
寺
の
日
誌
で
は
「
十
五
体
」
、『
奈
良
日
日
新
聞
』
で
は
「
二

十
三
点
」
と
な
っ
て
お
り
、
一
致
を
見
な
い
。
以
下
、
舟
知
家
へ
具
体
的
に
ど
の
国
宝
が
疎
開
し
た

の
か
、
解
明
を
試
み
る
。

ま
ず
八
部
衆
立
像
で
あ
る
が
、
興
福
寺
で
は
八
部
衆
を
五
部
浄
・
沙
羯
羅
・
鳩
槃
荼
・
乾
闥
婆
・

阿
修
羅
・
迦
楼
羅
・
緊
那
羅
・
畢
婆
迦
羅
に
当
て
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
向
を
追
跡
し
て
い
く

と
、
緊
那
羅
は
昭
和
十
九
年
三
月
の
一
次
疎
開
で
、
五
部
浄
・
鳩
槃
荼
・
乾
闥
婆
の
三
躯
は
昭
和
十

九
年
九
月
の
三
次
疎
開
で
い
ず
れ
も
円
照
寺
国
宝
第
一
収
蔵
庫
へ
の
疎
開
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
沙

羯
羅
は
昭
和
九
年
三
月
に
既
に
東
京
帝
室
博
物
館
に
出
陳
さ
れ
て
お
り
、
奈
良
博
で
は
保
管
し
て
い

― 33 ―



第1章7節 戦時期奈良県における国宝疎開

― 34 ―



第1章7節 戦時期奈良県における国宝疎開

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
昭
和
二
十
年
段
階
で
奈
良
博
に
存
置
し
て
い
た
の
は
阿
修
羅

・
迦
楼
羅
・
畢
婆
迦
羅
の
三
躯
で
あ
り
、
舟
知
家
へ
は
こ
の
三
躯
を
含
む
仏
像
群
が
疎
開
し
た
も
の

と
見
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
阿
修
羅
・
迦
楼
羅
を
見
た
と
い
う
舟
知
市
太
郎
氏
の
記
憶
と
も

符
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
十
大
弟
子
で
あ
る
が
、
六
躯
の
う
ち
、
羅
睺
羅
・
舎
利
弗
は
寺
蔵
で

あ
り
、
昭
和
十
九
年
の
第
一
次
疎
開
で
国
宝
第
一
収
蔵
庫
へ
搬
出
済
み
で
あ
っ
た
。
奈
良
博
寄
託
と

な
っ
て
い
た
三
躯
の
う
ち
富
楼
那
に
つ
い
て
は
昭
和
十
九
年
八
月
の
第
二
次
疎
開
で
こ
れ
も
国
宝
第

一
収
蔵
庫
へ
疎
開
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
二
十
年
時
点
で
奈
良
博
に
存
置
し
て
い
た
の
は
二
躯
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
奈
良
国
立
博
物
館
所
蔵｢
昭
和
六
年
起

列
品
搬
入
搬
出
調
書｣

に
よ
る
と
、
八
部
衆

立
像
八
躯
の
う
ち
六
躯
と
十
大
弟
子
立
像
六
躯
の
う
ち
三
躯
が
い
ず
れ
も
七
月
三
日
付
で
返
還
と
さ

れ
て
い
る
が
〈
参
考

〉
、
こ
れ
は
出
陳
品
の
全
て
の
返
還
が
完
了
し
た
日
の
み
を
記
載
し
て
い
る
も

13

の
で
あ
ろ
う
か
。

先
引
の
興
福
寺
の
日
誌
に
よ
る
と
、
奈
良
博
か
ら
吉
野
へ
の
運
搬
は
七
月
三
日
に
実
施
さ
れ
て
い

た
〈
参
考

―

〉
。
と
す
る
と
、
七
月
三
日
付
け
で
返
還
さ
れ
て
い
る
文
化
財
に
つ
い
て
は
、
八
部

15

29

衆
や
十
大
弟
子
と
同
様
吉
野
へ
運
ば
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
奈
良
博
の
台
帳
類
か
ら
七
月
三
日

返
還
の
文
化
財
を
抽
出
し
て
み
る
と
、「
列
品
搬
入
搬
出
調
書
」〈
参
考

〉
で
は
、
無
著
菩
薩
像
一
躯
、

13

釈
迦
如
来
坐
像
一
躯
、
金
剛
密
迹
二
力
士
立
像
二
躯
、
龍
燈
鬼
・
点
燈
鬼
二
躯
、
十
二
神
将
像
十
二

枚
の
内
八
枚
、
十
大
弟
子
立
像
六
躯
の
内
三
躯
、
八
部
衆
立
像
八
躯
の
内
六
躯
、
広
目
天
立
像
一
躯
、

地
蔵
菩
薩
立
像
一
躯
、
こ
れ
に
「
出
陳
国
宝
台
帳
」〈
参
考

〉

か
ら
補
う
と
、
四
天
王
立
像
四
躯
（
現

14

所
在
北
円
堂
）
が
加
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
員
数
を
単
純
に
合
計
す
る
と
二
十
一
躯
と
八
枚
と
な
り
、

興
福
寺
の
日
誌
が
い
う
「
十
五
体
」
よ
り
も
数
が
大
き
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
群
像
に
つ
い
て
は
既

に
搬
出
済
み
の
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
先
に
述
べ
た
八
部
衆
は
三
躯
、
十
大
弟
子
は

二
躯
と
な
り
、
ま
た
北
円
堂
の
四
天
王
に
つ
い
て
も
、
持
国
天
・
多
聞
天
は
昭
和
十
九
年
十
月
の
第

三
次
疎
開
で
大
蔵
寺
国
宝
第
二
収
蔵
庫
に
疎
開
さ
れ
て
お
り
、
七
月
三
日
に
返
還
さ
れ
た
の
は
増
長

天
・
広
目
天
の
二
躯
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
合
計
の
二
一
躯
と
い
う
数
字
か
ら
、
搬
出
済
み
の
八
部

衆
三
躯
、
十
大
弟
子
一
躯
、
四
天
王
二
躯
の
六
躯
を
引
く
と
、
ち
ょ
う
ど
一
五
躯
と
い
う
数
字
が
導

き
出
せ
る
。
こ
れ
に
十
二
神
将
像
八
枚
を
加
え
る
と
員
数
と
し
て
は
二
三
点
と
な
り
、『
奈
良
日
日
新

聞
』
の
数
字
と
も
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。

や
や
推
論
を
重
ね
た
が
、
以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
舟
知
家
に
は
、
七
月
三
日
付
け
で
奈
良

博
か
ら
返
還
さ
れ
て
い
る
国
宝
の
う
ち
、
既
に
国
宝
収
蔵
庫
へ
搬
出
済
み
の
も
の
を
除
く
一
五
躯
・

八
枚
が
疎
開
し
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
奈
良
日
日
新
聞
』
に
八
部
衆
と
と
も
に
、

七
月
三
日
付
け
で
返
還
さ
れ
て
い
る
「
無
著
」
の
文
字
が
見
え
る
こ
と
も
本
説
を
補
強
し
よ
う
。

付
言
し
て
お
く
と
、
こ
の
昭
和
二
十
年
度
の
疎
開
で
あ
る
が
、
昭
和
十
八
年
度
・
十
九
年
度
実
施

分
と
は
や
や
状
況
が
異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
予
算
面
に
つ
い
て
は
、
昭
和
十
九
年
一

月
十
四
日
の
文
部
省
で
の
説
明
会
で
は
経
費
の
八
割
が
国
庫
補
助
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
興
福
寺

の
日
誌
に
よ
る
と
昭
和
二
十
年
度
に
は｢

国
宝
疎
開
ノ
経
費
ニ
ツ
キ
二
十
年
度
ヨ
リ
文
部
省
ヨ
リ
半
額

ヨ
リ
支
出
無
之｣

と
な
っ
て
お
り
〈
参
考

―

〉
、
所
有
者
に
相
当
の
支
出
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

15

25

っ
て
い
た
。
第
二
に
、
疎
開
先
が
拡
大
し
て
い
く
と
い
う
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
昭
和
二
十
年
六
月

の
奈
良
市
内
で
の
空
襲
以
降
、
東
大
寺
・
興
福
寺
や
法
隆
寺
等
の
国
宝
疎
開
の
動
き
が
加
速
し
て
い

く
が
、
従
前
円
照
寺
及
び
大
蔵
寺
の
国
宝
収
蔵
庫
へ
の
搬
入
が
基
本
で
あ
っ
た
も
の
が
、
円
成
寺
・

正
暦
寺
等
の
山
間
部
の
寺
院
や
、
東
山
中
の
民
家
な
ど
が
疎
開
先
に
選
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る

(
)

。
こ
の
疎
開
先
の
変
化
が
、
国
宝
収
蔵
庫
の
収
容
力
の
問
題
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
先
引
の
よ
う

15に
法
隆
寺
や
興
福
寺
で
自
費
で
の
疎
開
が
実
施
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
疎
開
事
業
へ
の

国
の
関
わ
り
方
の
違
い
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
理
由
は
明
確
に
し
得
な
い
が
、
舟
知
家
へ
の
疎
開
は
、

こ
う
し
た
昭
和
二
十
年
六
月
以
降
の
国
宝
疎
開
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
言
え
る
。

終
戦
後
の
動
向

県
下
各
社
寺
で
の
国
宝
疎
開
が
急
速
に
進
め
ら
れ
る
さ
な
か
、
昭
和
二
十
年

(3)八
月
に
は
終
戦
を
迎
え
る
。
戦
争
終
結
を
受
け
て
、
八
月
二
十
一
日
に
は
、
防
護
計
画
の
変
更
が
決

定
さ
れ
る
が
、｢

尚
目
下
自
費
ニ
テ
施
行
中
ノ
法
隆
寺
及
興
福
寺
国
宝
疎
開
運
搬
ハ
早
急
ニ
残
部
ノ
疎

開
ヲ
ナ
ス
ヨ
ウ
勧
奨
シ｣

と
あ
る
よ
う
に
〈
参
考

―

〉
、
疎
開
自
体
は
継
続
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

10

15

る
。
同
時
期
に｢
国
宝
保
存
方
針｣

〈
参
考

―

〉
が
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は｢

奪
掠
又
は
暴
行

10

16

に
対
し
て
は
絶
対
に
之
を
保
持
す
る
の
処
置
を
講
ず
る
こ
と｣

と
さ
れ
、
対
策
と
し
て｢

運
搬
可
能
の
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物
は
急
速
安
全
な
る
場
所
に
移
す｣

と
さ
れ
て
い
る
。
終
戦
に
よ
り
空
襲
に
よ
る
毀
損
・
滅
失
の
危
機

は
去
っ
た
も
の
の
、
今
度
は
敗
戦
国
と
し
て
略
奪
・
接
収
等
に
備
え
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
事
実
、
八
月
二
十
四
日
に
は
県
内
各
社
寺
に
対
し
て｢

国
宝
々
物
類
防
護
対
策｣

〈
参
考

―

〉

10

17

が
伝
達
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
第
一
に｢

社
寺
所
有
国
宝
々
物
類
ハ
此
際
ナ
ル
ベ
ク
早
急
ニ
隠
匿
又
ハ

分
散
疎
開
ス
ル
コ
ト｣
と
さ
れ
、
こ
こ
で
も｢

法
隆
寺
及
興
福
寺
ニ
於
テ
施
行
中
ノ
宝
物
疎
開
ハ
続
行

ス
ル
コ
ト｣

が
示
さ
れ
、
ま
た
、
東
大
寺
に
お
い
て
も｢

現
在
荷
造
中
ノ
日
光
、
月
光
両
像
ハ
早
急
ニ

疎
開
運
搬｣

す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
争
の
終
結
が
た
だ
ち
に
国
宝
疎
開
の
終
了

を
意
味
し
な
い
点
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

終
戦
後
の
興
福
寺
所
有
文
化
財
の
動
向
を
み
て
い
こ
う
。
九
月
二
十
八
日
に
博
物
館
の
亀
田
氏
が
、

興
福
寺
か
ら
の
保
管
願
と
交
換
で
舟
知
家
か
ら｢
国
宝
仏
体
ノ
預
リ
証｣

を
貰
い
受
け
、
興
福
寺
に
持

参
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
は
舟
知
家
に
継
続
し
て
仏
像
が
保
管
さ
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
〈
参
考

―

〉
。
な
お
、
十
月
十
六
日
に
は
文
部
省
教
学
局
の
犬
丸
教
化
課
長
が
吉
野
に
派
遣

15

34

さ
れ
て
い
る
が
、
用
件
は
不
明
で
あ
る

(
)

。
16

こ
の
後
、
十
一
月
以
降
、
疎
開
先
か
ら
の
返
還
が
順
次
着
手
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
興
福
寺

の
日
誌
に
よ
る
と
、
十
一
月
十
四
日
に｢

疎
開
仏
像
返
却
ノ
願
書｣

〈
参
考

―

〉
を
提
出
し

(
)

、
十
二

15

35

17

月
十
日
に
は
博
物
館
の
亀
田
氏
か
ら
吉
野
か
ら
の
仏
像
返
還
の
経
費
に
つ
い
て
伝
達
さ
れ
て
い
る
〈
参

考

―

〉
。
翌
昭
和
二
十
一
年
一
月
十
八
日
に
は
大
滝
技
師
が
来
寺
し
、
円
照
寺
に
疎
開
し
て
い
た

15

36

六
祖
像
の
返
還
が
申
し
入
れ
ら
れ
、
三
月
十
九
日
に
も
大
滝
と
吉
野
か
ら
の
運
搬
に
か
か
る
経
費
に

つ
い
て
談
合
を
し
て
い
る
〈
参
考

―

・

〉
。
吉
野
に
疎
開
し
て
い
た
文
化
財
の
返
還
が
実
行
さ

15

37

40

れ
た
の
は
四
月
以
降
で
、
四
月
六
日
に
興
福
寺
の
担
当
者
が
吉
野
へ
出
張
し
、
ト
ラ
ッ
ク
に
同
乗
し

て
運
搬
を
行
っ
て
い
る
〈
参
考

―

〉
。
国
宝
収
蔵
庫
か
ら
の
返
還
の
日
付
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二

15

41

十
一
年
一
月
十
九
日
に
国
宝
第
一
収
蔵
庫
か
ら
「
六
祖
三
体
・
維
广
居
士
」
が
帰
還
し
て
い
る
記
事

〈
参
考

―

〉
を
除
い
て
所
見
が
な
い
が
、｢

国
宝
防
護
一
件｣

に
よ
る
と
、
昭
和
二
十
年
十
二
月
十

15

38

八
日
に
は
円
照
寺
・
大
蔵
寺
の
国
宝
収
蔵
庫
関
係
者
に
謝
金
と
感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
〈
参
考

―

〉
、

10

18

年
度
末
の
昭
和
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
国
宝
収
蔵
庫
監
守
及
び
国
宝
収
蔵
庫
嘱
託
の
解

任
が
発
令
さ
れ
て
い
る(

昭
和
二
十
一
年
三
月
二
十
六
日
起
案｢

伺｣
)

こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
昭
和
二

十
年
度
内
に
は
返
還
が
完
了
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る

(
)

。
18

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
興
福
寺
所
有
文
化
財
の
動
向
を
中
心
に
据
え
、
戦
時
期
の
国
宝
疎
開
の
流
れ
を
追
跡
し

て
き
た
。
舟
知
家
へ
の
阿
修
羅
像
を
は
じ
め
と
す
る
仏
像
疎
開
と
い
う
著
名
な
事
実
に
つ
い
て
は
、

奈
良
県
庁
お
よ
び
奈
良
国
立
博
物
館
の
史
料
か
ら
は
具
体
的
な
記
述
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
し
か
し
関
係
史
料
の
検
討
よ
り
、
そ
の
内
実
を
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
た
。
国
が
主
導
し
た
国

宝
疎
開
事
業
と
し
て
は
、
国
宝
収
蔵
庫
へ
の
疎
開
が
基
本
で
あ
り
、
そ
う
し
た
視
点
に
立
て
ば
、
昭

和
二
十
年
六
月
以
降
に
実
施
さ
れ
て
い
く
山
間
地
域
の
民
家
へ
の
疎
開
は
例
外
的
・
緊
急
的
な
措
置

で
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
舟
知
家
へ
の
疎
開
な
ど
の
記
録
が
、
県
庁
の
公
文
書
に
残
さ
れ
て
い
な

い
の
は
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
背
景
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
も
関
係
資
料
の
発
掘
を
進
め

て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
戦
時
中
の
国
宝
防
護
政
策
は
、
本
稿
で
扱
っ
た
分
散
疎
開
だ
け
で
な
く
、
建
造
物
の
偽
装

設
備
・
防
火
設
備
・
爆
風
防
止
設
備
と
い
っ
た
防
空
施
設
の
整
備
や
、
美
術
工
芸
品
に
関
し
て
は
、

各
所
有
者
に
よ
る｢

国
宝
重
要
美
術
品
防
護
措
置｣

の
策
定
な
ど
、
そ
の
事
業
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
。

ま
た
、
正
倉
院
宝
物
等
の
皇
室
御
物
の
疎
開
の
動
向
な
ど
と
も
あ
わ
せ
て
、
全
体
像
を
解
明
し
て
い

く
こ
と
も
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

註

(
)

い
ど
き
え
り
著
、
マ
ス
ダ
ケ
イ
コ
画
『
列
車
に
の
っ
た
阿
修
羅
さ
ん

土
蔵
に
疎
開
し
て
き
た
国
宝
』

1
(

く
も
ん
出
版
、
二
〇
二
三)

。
な
お｢

解
説｣

の
執
筆
は
深
澤
吉
隆
。

(
)

こ
れ
ま
で
仏
像
の
疎
開
が
注
目
さ
れ
て
き
た
た
め
か
、｢

仏
像
疎
開｣

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
と
が

2

多
い
が
、
疎
開
事
業
は
仏
像
を
含
む
彫
刻
だ
け
で
な
く
、
絵
画
・
工
芸
品
・
書
跡
・
典
籍
・
古
文
書
・
考

古
資
料
な
ど
美
術
工
芸
品
全
体
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
は
当
時
の
用
語
に
も
従
い｢

国
宝

疎
開｣

の
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

(
)

大
滝
正
雄
は
昭
和
九
年
頃
か
ら
主
に
法
隆
寺
の
建
造
物
修
理
の
監
督
を
担
当
し
て
お
り
、
昭
和
十
八
年

3
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か
ら
は
後
述
の
黒
田
昇
義
と
と
も
に
、
金
峯
山
寺
楼
門
修
理
の
監
督
に
当
た
っ
て
い
た(

『
文
化
財
保
護

一
〇
〇
年
の
あ
ゆ
み
』
奈
良
県
教
育
委
員
会
、
一
九
六
八)

。

(
)

黒
田
昇
義
は
昭
和
十
年
に
奈
良
県
古
社
寺
修
理
室
勤
務
と
な
り
、
奈
良
県
下
の
国
宝
建
造
物
の
調
査
保

4

護
と
修
理
工
事
に
従
事
し
た
技
師
で
あ
る(

福
山
俊
男｢

は
じ
め
に｣

(

黒
田
昇
義
『
春
日
大
社
建
築
史
論
』

春
日
顕
彰
会
、
一
九
七
八)

)

。
本
稿
と
の
か
か
わ
り
で
言
え
ば
、
昭
和
十
二
年
か
ら
十
四
年
に
か
け
て
興

福
寺
東
金
堂
修
理
の
監
督
、
昭
和
十
八
年
か
ら
は
金
峯
山
寺
楼
門
修
理
の
監
督
に
当
た
っ
て
い
た(

前
掲

『
文
化
財
保
護
一
〇
〇
年
の
あ
ゆ
み
』)

。
昭
和
十
九
年
六
月
に
召
集
さ
れ
、
昭
和
二
十
年
二
月
二
十
六

日
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
島
マ
ニ
ラ
市
郊
外
で
戦
死
し
た
と
さ
れ
る(

前
掲
福
山｢

は
じ
め
に｣

)

。

(
)

興
福
寺
の
日
誌
に
よ
る
と
、｢
博
物
館
出
陣
ノ
八
部
衆
、
十
十
弟
子
ニ
シ
テ
御
寺
へ
返
還
セ
ズ
博
物
館

〔
大
〕

5

ヨ
リ
直
ニ
疎
開
ス
ル
事｣

〈
参
考

ー

〉
と
さ
れ
て
お
り
、
寄
託
解
除
の
手
続
き
を
と
っ
た
上
で
、
博

15

19

物
館
か
ら
直
接
国
宝
収
蔵
庫
へ
運
搬
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

(
)

奈
良
国
立
博
物
館
所
蔵｢

疎
開
書
類｣

に
よ
る
と
、
こ
の
時
も
博
物
館
か
ら
各
所
有
者
へ
の
返
還
は｢

当

6

館
収
蔵
庫｣

に
お
い
て
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
〈
参
考

ー

〉
。

12

4

(
)

竹
末
勤｢

太
平
洋
戦
争
と
奈
良
の｢

国
宝｣

疎
開｣

(
『
歴
史
地
理
教
育
』
四
五
一
、
一
九
八
九)

、
後
呂
忠

7

一｢

奈
良
・
京
都
の
空
襲
と
東
大
寺
の
国
宝
疎
開｣

(

『
東
大
寺
学
園
中
学
校
・
高
等
学
校
研
究
紀
要
』
七
、

一
九
九
六)

。
な
お
、
未
指
定
文
化
財
に
つ
い
て
も
、
昭
和
二
十
年
一
月
六
日
に
奈
良
帝
室
博
物
館
か
ら

春
日
曼
荼
羅
図
以
下
七
件
に
つ
い
て
、
戦
況
緊
迫
化
に
伴
う
返
還
の
照
会
が
興
福
寺
に
対
し
て
な
さ
れ
て

い
る
〈
参
考

ー

〉
。

12

2

(
)

前
掲
『
文
化
財
保
護
一
〇
〇
年
の
あ
ゆ
み
』
に
よ
る
と
河
合
は
金
峯
山
寺
楼
門
修
理
の
出
張
所
主
任
で

8

あ
っ
た
。

(
)

吉
野
へ
の
運
搬
方
法
に
つ
い
て
は
、
現
状
同
時
代
史
料
に
徴
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
前
掲
い
ど
き
著

9

書
の
深
澤
解
説
で
は
、
省
線
京
終
駅
→
吉
野
口
駅
→
近
鉄
吉
野
駅
と
推
定
し
て
い
る
。
終
戦
後
の
大
滝
技

師
の
回
顧
で
は
「
遠
く
吉
野
山
等
へ
は
近
鉄
と
特
別
交
渉
し
て
貨
物
電
車
で
送
つ
た
」と
さ
れ
て
お
り
（
「
古

都
の
お
堂
へ
“
仏
さ
ま
帰
る
”

疎
開
地
の
山
奥
か
ら
・
村
か
ら
」（
『
奈
良
日
日
新
聞
』
昭
和
二
十
年
十

二
月
一
日
）
）、
鉄
道
に
よ
る
運
搬
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(
)

奈
良
刑
務
所
の
国
宝
疎
開
へ
の
関
与
に
つ
い
て
は
史
料
上
不
分
明
な
部
分
が
多
い
が
、
国
宝
防
護
全
般

10

ま
で
見
渡
せ
ば
、｢

国
宝
防
護
一
件｣

に
よ
る
と
、
昭
和
二
十
年
七
月
以
降
、
東
大
寺
三
月
堂
掩
体
築
造
や

興
福
寺
防
火
施
設
等
の
工
事
が
奈
良
刑
務
所
に
委
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る(

昭
和
二
十
年
七

月
一
日
付｢

委
託
契
約
書｣

)

。
な
お
、
仏
像
の
取
扱
に
つ
い
て
は
、
東
大
寺
三
月
堂
の
防
護
工
事
中
の
仏

像
疎
開
に
際
し
て
、｢

荷
造
リ
荷
解
等
ハ
経
験
ア
ル
美
術
院
所
属
仏
師｣

に
委
託
さ
れ
て
い
る(

昭
和
二
十

年
八
月
一
日
付｢

伺｣)

。

(
)

奈
良
女
子
大
学
文
学
部
附
属
高
校
一
年
生
社
会
科
有
志
『
奈
良
の
仏
像
疎
開
―
奈
良
に
も
戦
争
が
あ
っ

11

た
ー
』（
奈
良
女
子
大
学
文
学
部
附
属
高
校
、
一
九
八
六
）
に
よ
る
と
、「
７
／
１
５

奈
良
博
に
あ
っ
た

仏
像
・
工
芸
品
は
寺
に
戻
さ
れ
て
、
吉
野
に
運
ぶ
の
が
中
止
と
な
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
七

月
十
五
日
・
十
七
日
に
わ
た
っ
て
梵
鐘
・
華
原
磬
・
仏
頭
が
興
福
寺
へ
返
還
さ
れ
て
い
る
事
実
と
符
合

し
、
当
初
吉
野
へ
疎
開
予
定
で
あ
っ
た
も
の
が
、
寺
内
へ
の
搬
入
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

(
)

興
福
寺
の
日
誌
に
よ
る
と｢

大
ノ
釈
迦
如
来｣

も
七
月
九
日
に
博
物
館
か
ら
返
還
が
申
し
出
ら
れ
、
七
月

12

十
五
日
に
返
還
さ
れ
、
東
金
堂
へ
納
入
さ
れ
て
い
る
〈
参
考

ー

・

〉。

15

30

32

(
)

市
太
郎
氏
の
娘
舟
知
節
子
氏
も
、
父
か
ら
の
伝
聞
と
し
て
「
あ
る
と
き
蔵
の
網
目
か
ら
こ
っ
そ
り
中
を

13

覗
く
と
、
八
部
衆
の
う
ち
の
一
体
で
、
頭
が
鳥
で
身
体
が
人
間
の
迦
楼
羅
が
い
て
、
怖
か
っ
た
そ
う
で
す

（
笑
）」
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伝
え
て
い
る
（
「
修
羅
像
を
戦
禍
か
ら
守
り
抜
い
た
、
男
と
蔵
」（
『
な
ら

め
が
ね
』
第
一
巻
第
四
号
、
合
同
会
社EditZ

、
二
〇
一
六
）
）。

(
)

前
掲
『
奈
良
日
日
新
聞
』
昭
和
二
十
年
十
二
月
一
日
。
な
お
、
原
紙
の
印
字
が
良
好
で
な
く
、
判
読
困

14

難
な
箇
所
が
多
数
存
す
る
。

(
)

前
掲
竹
末
論
文
掲
載
の｢

太
平
洋
戦
争
と
奈
良
の｢

国
宝｣

疎
開
・
略
年
表(

第
二
次
草
稿)

｣

。

15

(
)

昭
和
二
十
年
十
月
八
日
付
で
文
部
省
教
学
局
長
か
ら
奈
良
県
知
事
あ
て
依
頼
文
が
発
出
さ
れ
て
お
り
、

16

犬
丸
教
化
課
長
を
十
月
十
五
日
に
法
隆
寺
、
同
十
六
日
に
大
宇
陀
・
吉
野
、
同
十
七
日
に
薬
師
寺
に
派
遣

の
見
込
み
で
あ
る
こ
と
が
伝
達
さ
れ
て
い
る(

｢

国
宝
防
護
一
件｣

)

。

(
)

昭
和
二
十
年
十
一
月
十
四
日
付
で
提
出
さ
れ
た
返
還
願
に
は
、
国
宝
収
蔵
庫
へ
搬
出
さ
れ
た
文
化
財
の

17

み
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

(
)

前
掲
竹
末
論
文
に
よ
る
と
、
東
大
寺
で
は
昭
和
二
十
年
十
一
月
に
円
照
寺
・
大
蔵
寺
か
ら
の
返
還
が
進

18

め
ら
れ
て
い
る
。

付
記

資
料
の
収
集
等
に
当
た
っ
て
、
大
島
佳
代
氏
の
協
力
を
得
た
。
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